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大正9年11月10日生まれ 95歳   ひまわりユニット

皆さん誕生日おめでとうございます。

大正5年11月12日生まれ 99歳　ゆりユニット

大正7年11月30日生まれ 97歳　ゆりユニット

(電話番号）0135-71-2580　（メールアドレス)info@minorinosato.net

(ホームページ)http://minorinosato.net

(苦情・相談窓口担当者）生活相談員　寺田　翔

（採用）　　　　　　　　　　　　　　　　　10月19日付

（退職）　　　　　　　　　　　　　　　　　10月31日付

11月の誕生者のご紹介

他にも各ユニットで、誕生会等、楽しい行事が計画されています。

16日（月） インフルエンザ予防接種（職員）

「紙面の写真・氏名についてはご本人（代理人）の方の同意を得て掲載しています」

9日（月） インフルエンザ予防接種（入居者）

9日（月） 東陽小学校4年生慰問

　１１月に入りますと、例年インフルエンザやノロウイルス等の感染症が本格的に流行しだす

時期となります。予防接種や消毒など感染対策に取り組んでまいりますが、ご家族の皆様

におかれましても、食品の差入や体調不良時は面会を控えるなどご配慮願います。



　10月22日(木）に、岩内町芸能奉仕団勝波会の皆さんが慰問に来てくださいました。大
正琴の演奏や歌・踊り等を披露してくださり、とても楽しい時間になりました。

　今月も様々な行事が行われました。一部ではありますが、ご紹介致します。



　前年に続き、平成２６年４月の消費税率の引上げによる影響を緩和するため、低所得
者に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給
付金が支給されることとなりました。支給額は６千円で、対象は、平成２７年度分市町村
民税が課税されない方とされています。ただし、課税されている方に生活の面倒を見ても
らっている場合（住民税において課税されている方の扶養となっている場合）、生活保護
制度の被保護者となっている場合などは対象となりません。
　当施設では対象と思われる方について代行申請を行い、お預かりしているご本人様の
通帳へ支給される形をとらせていただきましたので、ご了承下さい。

編　集　後　記

　今月は、社会福祉協議会の川本事務局長がそばを打ちにきてくださり、入居
者・職員にふるまっていただいたり、商工会からプリンの寄贈をいただくなどお
いしい物を沢山いただくことができました。また、岩内町芸能奉仕団勝波会の
皆さんに慰問に来ていただき楽しい時間を過ごさせてもらいました。
　来月は、皆さん毎年楽しみにしている東陽小学校の児童との交流があります
し、皆さんに楽しい時間を過ごしていただけたらなと思います。

　北海道では今年度、一定条件を満たす要介護者世帯に
対して、介護用品等を購入する際に役立ててもらうため、5
千円分の商品券を支給する事業を行っております。当施設
でも、条件を満たす方について申請を行い、商品券をいた
だいております。この商品券につきましては、支給された方
の必要物品の購入に使わせていただきますので、ご了承
下さい（消耗品など、普段お預かりの口座から購入させて
いただいておりますが、商品券が支給された方について
は、まずは商品券で購入しようと思います。ただし、登録店
舗以外は口座から購入させていただきます）。

※事業に該当する方
①平成27年4月1日時点で下記の要件を満たす方
②平成27年4月2日以降の認定者で9月1日時点で下記の
要件を満たす方

１．要介護認定３以上の方
２．障害支援（程度）区分４以上の方
３．特別障害者手当を受給している方
４．経過的福祉手当を受給している方
５．特別児童扶養手当を受給している方


